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備 考

【基礎となる学部】

薬学部
健康医療科学部

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の
変 更 等 ）

　英米文学専攻（修士課程）　（廃止）　（△5）

　社会学専攻　（修士課程）　（廃止）　（△5）

　日本文学専攻（博士課程）　（廃止）　（△2）

※令和2年4月学生募集停止

計 － － －

人文学研究科

　日本文学専攻（修士課程）　（廃止）　（△5）

生命理工学研究科

　生命理工学専攻（博士後期課程）（2）（令和元年12月届出）

　生命理工学専攻（修士課程）　　（5）（令和元年12月届出）

心理学部　臨床心理学科　〔定員増・設置届出〕　（60）　(令和元年9月認可）

医療創生大学

医療創生大学大学院

人 　　年　月
第　年次

福島県いわき市中央
台飯野５丁目５番地
１

生命理工学専攻 3 2 － 6 博士
（生命理工学）

【Doctor of
Life Science

and
Technology】

令和2年4月
1年次

同上

生命理工学専攻 2 5
（14）

－ 10
（28）

修士
（生命理工学）

【Master of
Life Science

and
Technology】

令和2年4月
1年次

同上

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ｲﾘｮｳｿｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

大 学 の 名 称 医療創生大学大学院（Graduate School of Iryo Sosei University）

大 学 本 部 の 位 置 福島県いわき市中央台飯野5丁目5番地1

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ｲﾘｮｳｿｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 学校法人　医療創生大学

大 学 の 目 的

　教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、学部に於ける一般的並びに
専門的教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し
てその深奥を究め、さらに独創的研究により知的、道徳的及び応用的能力の展開
により全人間形成につとめ、国家、社会に貢献し得る有能な人材の育成、及び科
学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生を教育の理念・目的とす
る。

新 設 学 部 等 の 目 的

（定員を変更する理由）
　理工学研究科を生命理工学研究科 生命理工学専攻へ改組するとともに、生命理
工学専攻（修士課程）においては、今後の本学の適正定員を勘案し、安定した学
生確保ができることを目的とする。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

生命理工学研究科 年 人 年次
人

※生命理工学研究科への改組に伴い、令和2年4月学生募集停止

理工学研究科

　物理工学専攻（修士課程）

　物質理工学専攻（博士課程）

　物質理学専攻（修士課程）
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（0）

校　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

146,905.00㎡ 0㎡ 0㎡ 146,905.00㎡

そ の 他 309,448.86㎡ 0㎡ 0㎡ 309,448.86㎡

25

（20） （5） （25）

そ の 他 の 職 員
(0) (0) (0)

（5） （24）

0

（1） （0） （0） （0） （1） （0） （0）

0 1

㎡

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

㎡

新設学部等の名称

（　　　） （　　　）

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

（　　　）

計

図
書
・
設
備

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕）

標本

（　　　）（　　〔　　〕）

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

（　　〔　　〕） （　　　） （　　　）

点

（　　〔　　〕）（　　〔　　〕）

〔　　〕　〔　　〕　〔　　〕　

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

室 室 室

室

　　　　　　　室
（補助職員　 人）

　　　　　　　室
（補助職員　 人）

大学全体44,822.15㎡ 0㎡ 0㎡ 44,822.15㎡

（44,822.15㎡） （　　　　　0㎡） （　　　　　0㎡） （44,822.15㎡）

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

大学全体

校 舎 敷 地 123,105.00㎡ 0㎡ 0㎡ 123,105.00㎡

運 動 場 用 地 23,800.00㎡ 0㎡ 0㎡

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

23,800.00㎡

小 計

合 計 456,353.86㎡ 0㎡ 0㎡ 456,353.86㎡

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

図 書 館 専 門 職 員
1 0 1

（1） (0) （1）

技 術 職 員
0 0 0

(0) (0) （0）

計
20 5

0 0

大学全体

人 人 人

事 務 職 員

0 －

(22) (11) (0) (0) (33) （0） (－)
合　　　　計

22 11 0 0 33

19 5

（19）

0

6

（2） （0）

(11) （0） (－)

(3) (0) (0) (8) (0) (6)

11 0 －

000 2

（0）

0 0 0

（0）

生命理工学研究科生命理工専攻（修士課程）

既

設

分

人文学研究科臨床心理学専攻
5 3 0 0

計
6 5 0 0

(6) (5) (0) (0)

地域連携センター
1

心理相談センター
0 2 0

（0） （2）

(0) (0) (22)

(16) (6) (0) (0) (22)

人

0 0 22

人

(0)

教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員等教授 准教授

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

講師 助教

人

計 助手

新

設

分

人

科目 科目 科目

人

(0)

(－)

8 0

24

16 6

生命理工学研究科生命理工専攻（博士後期課程）
12 1 0 0 13

(0)

0

(5)

－
計

16 6 0 0 22

(16) (6)

人

0 0

(12) (1) (0) (0) (13) (0) (0)

00

科目 単位

人
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※新任は+100千円

共同研究費等は
大学全体

生命理工学研究科
生命理工学専攻
（修士課程）

生命理工学研究科
生命理工学専攻
（博士後期課程）

人文学研究科
臨床心理学専攻

平成31年度より
学生募集停止

平成27年度より学
生募集停止

平成27年度より学
生募集停止

平成27年度より学
生募集停止

令和2年度より学
生募集停止

令和2年度より学
生募集停止

令和2年度より学
生募集停止

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

100千円

－ 千円 － 千円

640 千円 390 千円

－ －

－ 千円

学生納付金以外の維持方法の概要

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

760 千円 480 千円 － 千円

－ 千円

既
設
大
学
等
の
状
況

（学部）

年

－ 平成6年度　物質理工学専攻 3 2 － － 博士（理工学）

（博士課程）

－ 平成4年度

　物理工学専攻 2 7 － － 修士（物理工学） － 平成4年度

　物質理学専攻 2 7 － － 修士（物質理学）

（修士課程）

理工学研究科

（大学院）

平成31年度

　理学療法学科 4 60 － 60 学士(理学療法学） 1.00

　作業療法学科 4 40 － 40 学士(作業療法学）

平成31年度

0.50

健康医療科学部 0.80

平成29年度1.10－ 240 学士(看護学）

平成23年度より入
学定員変更
(薬学科150→90)

看護学部 1.10

　看護学科 4 80

　薬学科 6 90 － 540 学士（薬学） 0.89 平成19年度

　心理学科 4 － － － 学士（心理学） － 平成13年度

薬学部

平成17年度　表現文化学科 4 － － － 学士（文学）

人文学部

4 － － － 学士（理工学） － 平成22年度

教養学部
福島県いわき市中
央台飯野５丁目５
番地１　地域教養学科 4 － － － 学士（教養） － 平成27年度

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

大 学 の 名 称 医療創生大学

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

－ 千円

第１年次 第２年次

－ －

5,000千円 5,000千円

－

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次

－ 千円

－ －

人

－ 千円 － 千円

倍

－

0.89

年次
人

人

　科学技術学科

科学技術学部

設 備 購 入 費 － － － －

経 費の
見 積り
及 び維
持 方法
の 概要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度

図 書 購 入 費 －

共 同 研 究 費 等

760 千円

－ 千円

教員１人当り研究費等 100千円 100千円

手数料収入、私立大学等経常費補助金　等

－

－

5,000千円

－ 千円

－

480 千円 480 千円

－ － －

－ －
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令和2年度より学
生募集停止

令和2年度より学
生募集停止

令和2年度より学
生募集停止

令和2年度より学
生募集停止

開設
年度

所　在　地

（大学院）

年 人 年次
人

人 倍

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

既
設
大
学
等
の
状
況

（博士課程）
－

附属施設の概要
薬用植物園（敷地面積1,535.60㎡）、薬用植物園温室（床面積234.96㎡）、
薬用植物園倉庫（床面積 72.00㎡）平成19年設置　キャンパス内

－ － 博士（日本文学） －　日本文学専攻 3 平成6年度

平成4年度

　臨床心理学専攻 2 10 － 20 修士（臨床心理学） 0.25

　社会学専攻 2 － － － 修士（社会学）

平成17年度

－

－ － － 修士（日本文学） － 平成4年度

　英米文学専攻 2 － － － 修士（英米文学） － 平成7年度

　日本文学専攻 2

（修士課程） 0.25

人文学研究科



別記様式第２号（その２の１）

必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1通 6 ○ 12 4

2通 6 ○ 12 4

1通 2 ○ 12 4

2通 2 ○ 12 4

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 2 オムニバス方式

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 2
オムニバス方式・

共同（一部）

1・2後 2 ○ 2 オムニバス方式

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

－ 16 24 0 12 4 0 0 0 兼0

学位又は称号

１．2年以上在学し、必修科目16単位、選択科目から14単位以上、計30単位
以上を修得すること。
２．所定の科目を修得した上で、学位論文の審査、及び最終試験に合格する
こと。
３．研究に必要な１か国以上の外国語に通じていること。

修了要件及び履修方法

物質構造特論

毒性学特論

生命科学特論Ⅰ

生命科学特論Ⅱ

天然物化学特論

有機化学特論

生化学特論

生命理科学特論

構造生物学特論

合計 －

修士（生命理工学） 学位又は学科の分野 理学関係

１学年の学期区分 2 学期

１学期の授業期間 15 週

１時限の授業時間 90 分

授業期間等

生体物質特論

物質理学特別研究Ⅰ

物質理学特別研究Ⅱ

物質理学研究講読Ⅰ

物質理学研究講読Ⅱ

物理化学特論

生体機能特論

備考授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

教育課程等の概要
（生命理工学研究科　生命理工学専攻（修士課程）　物質理学コース）

1



別記様式第２号（その２の１）

必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1通 6 ○ 4 2

2通 6 ○ 4 2

1通 2 ○ 4 2

2通 2 ○ 4 2

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

－ 16 24 0 5 2 0 0 0 兼0

学位又は称号

１．2年以上在学し、必修科目16単位、選択科目から14単位以上、計30単位以
上を修得すること。
２．所定の科目を修得した上で、学位論文の審査、及び最終試験に合格する
こと。
３．研究に必要な１か国以上の外国語に通じていること。

１学年の学期区分 2 学期

１学期の授業期間 15 週

１時限の授業時間 90 分

修了要件及び履修方法 授業期間等

電気生理学的評価法特論

超音波イメージング特論

生命理工学特論

バイオメカニクス特論

数理工学特論

合計 －

修士（生命理工学） 学位又は学科の分野 工学関係

物理的エネルギー特論

物理工学特別研究Ⅰ

物理工学特別研究Ⅱ

物理工学研究講読Ⅰ

物理工学研究講読Ⅱ

感性工学特論

応用計測学特論

機能解析学特論

情報工学特論

科学研究法特論Ⅰ

科学研究法特論Ⅱ

教育課程等の概要
（生命理工学研究科 生命理工学専攻（修士課程）　物理工学コース）

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

2



別記様式第２号（その２の１）

必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1・2通 2 ○ 12 1

2・3通 2 ○ 12 1

1・2通 6 ○ 12 1

2・3通 6 ○ 12 1

－ 16 0 0 12 1 0 0 0 兼0

学位又は称号

教育課程等の概要
（生命理工学研究科 生命理工学専攻（博士後期課程））

備考配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

生命理工学特別講読Ⅰ

生命理工学特別講読Ⅱ

生命理工学特別研究Ⅰ

生命理工学特別研究Ⅱ

授業科目の名称

合計 －

博士（生命理工学） 学位又は学科の分野 理学関係・工学関係

修了要件及び履修方法 授業期間等

１．3年以上在学し、必修科目16単位以上を修得すること。
２．所定の科目を修得した上で、博士論文の審査、及び最終試験に合格する
こと。
３．「生命理工学特別講読Ⅰ」を履修した上で「生命理工学特別講読Ⅱ」を
履修すること。
４．「生命理工学特別研究Ⅰ」を履修した上で、「生命理工学特別研究Ⅱ」
を履修すること。

１学年の学期区分 2 学期

１学期の授業期間 15 週

１時限の授業時間 90 分

1



別記様式第２号（その２の１）

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1通 6 ○ 14 4

2通 6 ○ 14 4

1通 2 ○ 14 4

2通 2 ○ 14 4

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 2

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 2

1・2後 2 ○ 1 1

1・2後 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 2

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

－ 16 28 0 14 4 0 0 0 兼0

学位又は称号

１．2年以上在学し、必修科目16単位、選択科目から14単位以上、計30単位
以上を修得すること。
２．所定の科目を修得した上で、学位論文の審査、及び最終試験に合格する
こと。
３．研究に必要な１か国以上の外国語に通じていること。

修了要件及び履修方法

物質構造特論

地球環境科学特論

物質理学特別講義

生命科学特論Ⅰ

生命科学特論Ⅱ

天然物化学特論

行動生理学特論

有機化学特論

生化学特論

化学計測学特論

構造生物学特論

合計 －

修士（物質理学）

１学年の学期区分 2 学期

１学期の授業期間 15 週

１時限の授業時間 90 分

学位又は学科の分野 理学関係

授業期間等

生体物質特論

物質理学特別研究Ⅰ

物質理学特別研究Ⅱ

物質理学研究講読Ⅰ

物質理学研究講読Ⅱ

物理化学特論

生体機能特論

（基礎となる専攻）

備考授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

教育課程等の概要
（理工学研究科 物質理学専攻（修士課程））

1



別記様式第２号（その２の１）

必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1通 6 ○ 4 3

2通 6 ○ 4 3

1通 2 ○ 4 3

2通 2 ○ 4 3

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2前 2 ○ 1

1・2後 2 ○ 1

－ 16 28 0 4 3 0 0 0 兼0

学位又は称号

修了要件及び履修方法 授業期間等

１．2年以上在学し、必修科目16単位、選択科目から14単位以上、計30単位
以上を修得すること。
２．所定の科目を修得した上で、学位論文の審査、及び最終試験に合格する
こと。
３．研究に必要な１か国以上の外国語に通じていること。

１学年の学期区分 2 学期

１学期の授業期間 15 週

１時限の授業時間 90 分

数理工学特論

合計 －

修士（物理工学） 学位又は学科の分野 工学関係

バイオメカニクス特論

応用計測学特論

機能解析学特論

材料工学特論

情報工学特論

科学研究法特論Ⅰ

科学研究法特論Ⅱ

物理的エネルギー特論

電気生理学的評価法特論

超音波イメージング特論

情報ネットワーク特論

物理工学特別講義

感性工学特論

（基礎となる専攻）

教育課程等の概要
（理工学研究科 物理工学専攻（修士課程））

備考

物理工学特別研究Ⅰ

物理工学特別研究Ⅱ

物理工学研究講読Ⅰ

物理工学研究講読Ⅱ

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置
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別記様式第２号（その２の１）

必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1・2通 2 ○ 12 1

2・3通 2 ○ 12 1

1・2通 6 ○ 12 1

2・3通 6 ○ 12 1

－ 16 0 0 12 1 0 0 0 兼0

学位又は称号

（基礎となる専攻）

教育課程等の概要
（理工学研究科 物質理工学専攻（博士課程））

備考配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

物質理工学特別講読Ⅰ

物質理工学特別講読Ⅱ

物質理工学特別研究Ⅰ

物質理工学特別研究Ⅱ

授業科目の名称

合計 －

博士（理工学） 学位又は学科の分野 理学関係・工学関係

修了要件及び履修方法 授業期間等

１．3年以上在学し、必修科目16単位以上を修得すること。
２．所定の科目を修得した上で、博士論文の審査、及び最終試験に合格する
こと。
３．「物質理工学特別講読Ⅰ」を履修した上で「物質理工学特別講読Ⅱ」を
履修すること。
４．「物質理工学特別研究Ⅰ」を履修した上で、「物質理工学特別研究Ⅱ」
を履修すること。

１学年の学期区分 2 学期

１学期の授業期間 15 週

１時限の授業時間 90 分

1



平成31（令和元）年度 令和2年度

●医療創生大学 ●医療創生大学

学部等 入学定員 収容定員 変更の事由 学部等 入学定員 収容定員 変更の事由

薬学部 90 540 薬学部 90 540

看護学部 80 320 看護学部 80 320

40 160 40 160

60 240 60 240

 定員変更（60）

学部の設置（届出）

270 1,260 330 1,500

●医療創生大学大学院 ●医療創生大学大学院

　・修士課程 　・修士課程

7 14 定員変更（△9）

7 14 研究科の設置（届出）

14 28 5 10

5 10 0 0 令和2年4月学生募集停止

5 10 0 0 令和2年4月学生募集停止

5 10 0 0 令和2年4月学生募集停止

10 20 10 20

25 50 10 20

39 78 15 30

　・博士課程 　・博士後期課程

理工学研究科 2 6 生命理工学研究科 2 6 研究科の設置（届出）

人文学研究科 2 6 人文学研究科 0 0 令和2年4月学生募集停止

4 12 2 6

●千葉・柏リハビリテーション学院 ●千葉・柏リハビリテーション学院

80 240 80 240

40 120 40 120

120 360 120 360

●岡山・建部医療福祉専門学校 ●岡山・建部医療福祉専門学校

80 240 80 240

80 240 80 240

●葵会仙台看護専門学校 ●葵会仙台看護専門学校

120 360 120 360

120 360 120 360

●葵会柏看護専門学校 ●葵会柏看護専門学校

80 240 80 240

80 240 80 240

看護学科 看護学科

合計 合計

看護学科 看護学科

合計 合計

看護学科 看護学科

合計 合計

合計 合計

作業療法学科

理学療法学科 理学療法学科

作業療法学科

薬学科

看護学科

作業療法学科
健康医療科学部健康医療科学部

作業療法学科

薬学科

理工学研究科

小　　計

合計

看護学科

10

60

人文学研究科

臨床心理学専攻

社会学専攻

小　　計

臨床心理学専攻

日本文学専攻

日本文学専攻

物質理工学専攻

社会学専攻

英米文学専攻

小　　計

心理学部 臨床心理学科

5

生命理工学専攻

合計(博士課程) 合計(博士後期課程)

合計(修士課程) 合計(修士課程)

日本文学専攻

学科等 学科等

小　　計

生命理工学専攻

理学療法学科

組織の移行表

合計

物質理学専攻

物理工学専攻 生命理工学研究科

英米文学専攻

日本文学専攻

理学療法学科

240

人文学研究科

1



いわき市

福島市

郡山市

会津
若松市

医療創生大学

医療創生大学の都道府県内における位置関係

1



最寄駅からの距離や交通機関がわかる図面

ＪＲいわき駅から約５ｋｍ

路線バスで約２０分

医
療
創
生
大
学

1



医療創生大学　建物の配置図

いわき駅

ＪＲ常磐線

バス利用２０分

薬学部棟（11,199.77㎡）

倉庫

倉庫
便所

倉庫

倉庫・便所

倉庫

管理棟

第3学生駐車場

第2学生駐車場

第1学生駐車場

第4学生

駐車場

来客用駐車場駐車場

駐車場

倉庫

温室

講堂

土地面積 単位：m2

面積

校舎 76,810.00

体育館 5,860.00

講堂 4,130.00

学友会部室 1,800.00

大学会館 5,305.00

テニスコート 12,900.00

野球場 16,300.00

123,105.00

運動場敷地 陸上競技場 23,800.00

23,800.00

146,905.00

温室 253.12

倉庫・控室 72.06

薬草園 1,210.42

その他敷地 307,913.26

309,448.86

456,353.86

区分 敷地

校地

校舎敷地等

課外活動施設

体育館以外の
スポーツ施設

校舎敷地等敷地面積

運動場敷地面積

大学設置基準上の校地面積

その他

その他 薬用植物園

その他敷地面積

大学敷地（校地等）

医療創生大学
医療創生大学

1
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医療創生大学大学院学則（案） 

                                平成 4 年 4 月 1 日制定 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 医療創生大学大学院（以下「本大学院」という。）は、教育基本法及び学校教育法の定め

るところに従い、学部に於ける一般的並びに専門的教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術

の理論及び応用を教授研究してその深奥を究め、さらに独創的研究により知的、道徳的及び応用

的能力の展開により全人間形成につとめ、国家、社会に貢献し得る有能な人材の育成、及び科学

的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある医療人の創生を教育の理念・目的とする。 

（構成） 

第２条 本大学院に次の研究科を設ける。 

 生命理工学研究科 

 人文学研究科 

（課程及び専攻） 

第３条 本大学院の各研究科に次の課程及び専攻を置く。 

生命理工学研究科 
修士課程 生命理工学専攻 

博士後期課程 生命理工学専攻 

人文学研究科 修士課程 臨床心理学専攻 

第３条の２ 研究科専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は別表第 1 に

定める。 

（修業年限と在学年限） 

第４条 本大学院各研究科修士課程の修業年限は 2 ケ年とする。 

 本大学院修士課程に 4 ケ年を超えて在学することはできない。 

 本大学院研究科博士後期課程の修業年限は 3 ケ年とする。 

 本大学院博士後期課程に 6 ケ年を超えて在学することはできない。 

（収容定員） 

第５条 本大学院研究科の収容定員は次のとおりとする。 

研究科 課程 専攻 入学定員 収容定員 

生命理工学研究科 
修士課程 生命理工学専攻 5 名 10 名 

博士後期課程 生命理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研究科 修士課程 臨床心理学専攻 10 名 20 名 

 

第２章 教員組織 

（教員） 

第６条 本大学院各研究科に、以下の教員を置く。 

(1)  研究科長 

(2)  研究科専攻主任 

(3)  研究科委員会の議を経て学長が委嘱する教授 
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２ 前項第２号のほか、専攻副主任を置くことができる。 

３ 第１項第３号のほか、研究科委員会の議を経て学長が委嘱する准教授、講師、助教、客員教

授を置くことができる。 

第３章 研究科委員会 

（組織） 

第７条 本大学院研究科に、本則第 8 条に掲げる事項を審議するため研究科委員会をおく。 

２ 研究科委員会は、各研究科に所属する専任の教授、准教授、講師、助教を以て組織する。 

３ 研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。 

４ 研究科委員会の運営については、別に定める。 

（審議事項） 

第８条 研究科委員会は、当該研究科に関わる次の各号に掲げる事項について審議し、学長が決

定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1)  学生の入学及び卒業に関する事項 

(2)  学位の授与に関する事項 

(3)  前 2 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が定める事項 

２ 研究科委員会は、前項に定めるもののほか、当該研究科の教育研究に関する事項について審

議し、学長に報告するものとする。 

３ 第 1 項第 3 号及び前項に定める事項については、研究科委員会運営細則に定める。 

（連合委員会） 

第９条 学長が必要と認めたとき、連合の研究科委員会を開くことができる。 

第４章 自己点検・評価等 

（大学院自己点検・評価等） 

第１０条 本大学院に関する自己点検・評価については、本学自己評価運営委員会の規定の定め

るところによる。 

第１０条の２ 本大学院に関するファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロッ

プメントについては、本学 FD・SD 委員会の規定の定めるところによる。 

第５章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第１１条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 

（学期） 

第１２条 学年を分けて、前学期（自 4 月 1 日、至 9 月 21 日）、後学期（自 9 月 22 日、至翌年

3 月 31 日）とする。 

２ 学長は必要により学期の開始終了について、変更することができる。 

（休日） 

第１３条 休業日は、下記のとおり定める。 

(1)  日曜日 

(2)  国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3)  春期休業日   3 月 23 日から   3 月 31 日まで 
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(4)  夏期休業日   7 月 22 日から   9 月 21 日まで 

(5)  冬期休業日  12 月 25 日から 翌年 1 月 7 日まで 

２ 学長は必要により前項の休業日を変更し、学期中に臨時に休業し、又は休業日に臨時に授業

を行わせることができる。 

第６章 教育課程及び履修方法 

（科目と単位） 

第１４条 本大学院の生命理工学研究科、人文学研究科の授業科目、単位数及びその履修方法は

別表第 2 のとおりとする。 

（履修要件） 

第１５条 本大学院修士課程においては専攻の授業科目について 30 単位以上を履修し、学位論

文を提出し、さらに最終試験を受けなければならない。 

（履修科目の申告） 

第１６条 履修しようとする授業科目については当該指導教授の承認を経て、所定の期日までに、

事務局に申告しなければならない。 

（他研究科及び他大学の大学院の授業科目の履修又は留学） 

第１７条 指導教授が必要と認め、かつ当該研究科委員会が認める場合は、所定の手続きを経て

本大学院の他の研究科の授業科目を指定して履修させることができる。 

２ 他大学大学院の授業科目の履修及び研究指導が教育上有益であると当該研究科委員会が認め

るときは、あらかじめ当該他の大学と協議の上、授業科目の履修及び研究指導を受けることがで

きる。 

３ 外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関において修学することが教育上有益であると

当該研究科委員会が認めるときは、あらかじめ当該外国の大学等と協議の上、留学することがで

きる。 

４ 留学の期間は、1 年に限り在学年数に算入することができる。 

５ 前項の規定により修得した単位及び修学の成果は、本大学院において修得した単位及び修学

の成果とみなす。 

６ 前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は 10 単位ま

でとする。 

（公認心理師） 

第１８条 本大学院修士課程において、公認心理師の受験資格を受けようとする者は、別表第４

に定める科目を履修し、単位を修得しなければならない。 

第７章 単位の取得、試験及び学位論文 

（単位の取得） 

第１９条 本大学院において所定の学科目を履修した者に対しては、毎学期あるいは学年末に試

験を行い、合格した者に対して単位を与える。 

（成績の評価） 

第２０条 試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆの評価で表わし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｆを

不合格とする。 
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２ 前項の試験成績の評価基準は、Ｓは 100 点から 90 点、Ａは 89 点から 80 点、Ｂは 79 点から

70 点、及びＣは 69 点から 60 点とし、59 点以下はＦとする。 

３ 前各項の規定にかかわらず、他大学院等において習得した単位を認定する場合は、Ｔで表す。 

４ 学位論文の成績の評価の方法は、研究科委員会で定める。 

５ 成績の評価について必要な事項は、別に定める。 

（論文提出と研究計画の承認） 

第２１条 修士及び博士の学位論文を提出しようとする者は、論文の主題とその研究計画書を当

該指導教授に提出し、その承認を受けなければならない。 

（学位論文の提出） 

第２２条 修士及び博士の学位論文は、正副 2 部作成し、当該指導教授を通じて研究科長に提出

するものとする。 

（学位論文の提出期限） 

第２３条 修士及び博士の学位論文は、在学期間中に提出せしめ、又審査を終了するものとする。 

（論文の審査） 

第２４条 修士及び博士の学位論文の審査は、審査委員会がこれにあたる。 

２ 論文の審査基準については、別に定める。 

（審査の報告） 

第２５条 審査委員会は審査及び論文の評価に関する意見を記載した審査報告書を当該研究科委

員会に提出しなければならない。 

（最終試験） 

第２６条 最終試験は、審査委員が学位論文を中心として、これに関連ある科目について行う。 

（論文と最終試験の判定） 

第２７条 学位論文及び最終試験の合格、不合格は、審査委員会の報告に基づき、当該研究科委

員会が決定する。 

２ 研究科委員会の議を経た判定結果は、学長に報告するものとする。 

第８章 課程修了の要件及び学位の授与 

（課程修了要件） 

第２８条 修士課程を修了するためには、2 年以上在学して、専攻の定める所要授業科目につい

て 30 単位以上を修得し、更に学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならな

い。 

２ 博士後期課程を修了するためには、3 年以上在学して、専攻の定める所要授業科目について、

生命理工学専攻では 16 単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その

審査及び最終試験に合格しなければならない。 

(1)  第３１条２項３号に定める入学資格により、生命理工学専攻（博士後期課程）へ入学した者に

おいては、専攻の定める所要授業科目の 16 単位に加え、生命理工学専攻（修士課程）の定める所

要授業科目のうち、14 単位以上を修得しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたものと研究科委員会

において認めた場合には、1 年以上在学すればたりるものとする。 
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４ 第 1 項の修士課程の修了の認定は、その研究に必要な 1 か国以上の外国語に通じていること

を条件とする。 

（学位の授与） 

第２９条 本大学院の学位論文審査、最終試験の方法、その他学位に関する事項は本学学位規則

の定めるところによる。 

第９章 入学、休学、退学 

（入学の時期） 

第３０条 入学の時期は学期の始めとする。 

（入学資格） 

第３１条 本大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号の 1 に該当する者とする。 

(1)  大学を卒業した者 

(2)  文部科学大臣の指定した機関によって大学卒業の学力を有すると認定された者 

(3)  外国において通常の課程による 16 年の学校教育を終了した者 

(4)  本大学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認定した者 

２ 本大学院の博士後期課程に入学できる者は、次の各号の 1 に該当する者とする。 

(1)  修士の学位を有する者 

(2)  外国において修士の学位又はこれに相当する学位を得た者 

(3)  本大学において大学院修士課程を修了した者と同等以上の学力があると認定した者 

（入学志願手続） 

第３２条 本大学院の修士課程に入学を志望する者は、指定の期間内に、別に定める入学検定料

を添えて、次の書類を提出しなければならない。 

(1)  入学願書 

(2)  履歴書 

(3)  最終出身学校長の卒業又は卒業見込証明書及び成績証明書 

(4)  最近撮影の写真 

(5)  その他大学が必要と認めた書類 

２ 本大学院の博士後期課程に入学を志望する者は、指定の期間内に、別に定める入学検定料を

添えて、次の書類を提出しなければならない。 

(1)  入学願書 

(2)  履歴書 

(3)  修士課程の学位取得証明書または見込証明書及び成績証明書 

(4)  最近撮影の写真 

(5)  その他大学が必要と認めた書類 

（入学考査） 

第３３条 入学志願者に対しては、学力、その他について考査する。 

２ 入学者の選考について必要な事項は、別に定める。 

（入学手続） 
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第３４条 入学を許可された者は別に定める入学金及び授業料その他を添えて所定の用紙に依る

保証人署名の在学誓約書を提出しなければならない。 

（保証人の変更） 

第３５条 転居その他の理由によって保証人を変えた場合は保証人変更届と共に新たに在学誓約

書を提出しなければならない。 

（休学） 

第３６条 病気その他、やむを得ない事由により、引き続き 2 ケ月以上修学することができない

ときは、学長の許可を得て、1 ケ年以内休学することができる。ただし、特別の事由がある場合、

引き続き休学を許可するが、通算して 2 ケ年をこえることができない。 

２ 休学期間中でも、その事由が終ったときは、届け出て復学することができる。 

３ 休学の期間は在学年数に算入しない。 

（休学中の学費） 

第３７条 前条第 1 項により休学を許可された者（以下「休学者」という。）は別表第 3 に定め

る在籍料を納めなければならない。 

（退学） 

第３８条 病気その他、やむを得ない事由のため、学業を続ける見込みがないときは願い出て退

学することができる。 

（除籍） 

第３９条 学生が、次の各号の 1 に該当する場合は、学長は当該研究科委員会の議を経て、当該

学生を除籍することができる。 

(1)  正当な理由なく長期に亘り欠席し、成業の見込がないと認められる者 

(2)  所定の学費を納入しない者 

(3)  修士課程において、同一専攻に在学 4 年におよんでなお修了できない者 

(4)  博士後期課程において、同一専攻に在学 6 年におよんでなお修了できない者 

（再入学） 

第４０条 やむを得ない事由で退学した者が、再入学を願い出たときは、定員に余裕のある場合

に限り、選考の上再入学を許可することができる。ただし、第 43 条に規定する罰則により退学し

た者については、再入学は許可しない。 

第１０章 学費 

（学費） 

第４１条 学費は、入学金、授業料、施設拡充費とし、別表第 3 のとおりとする。 

２ 入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続きと同時に前項の学費を納めなければな

らない。 

３ 授業料、施設拡充費は、所定の期日までに納めなければならない。なお、2 期に分けて納める

ことができる。 

４ 博士の学位論文の審査に際し、別表第 3 に定める博士論文審査料を納付しなければならない。 

５ 博士後期課程に 3 年以上在学し、学位論文を作成するために引き続き在学する者は、学位取

得候補生と称し、別表第 3 に定める学位論文指導料を納めなければならない。 
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６ いったん納入した学費は返還しない。ただし、入学の許可を得た者で、所定の期日までに入

学手続きの取消しを願い出た者については、入学金を除く学費を返還する。 

７ 学費を延納しなければならない事由があるときは、直ちにその旨を願い出て許可を得なけれ

ばならない。 

第１１章 賞罰 

（表彰） 

第４２条 品行方正で学業優秀な者、または、他の学生の模範とすべき篤行ある者は、表彰する

ことができる。 

（罰則） 

第４３条 本大学院学生にして、学生の本分に反する行為があった場合は、その軽重に従い譴責、

停学または除籍、退学処分に付される。 

２ 次の各号の 1 に該当する者は退学させることができる。 

(1)  性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

(2)  学業成績劣等で成業の見込みがないと認められた者 

(3)  正当な理由なく出席常でない者 

(4)  大学秩序を乱し、その他本大学院学生としての本分に反した者 

(5)  反社会的行為により、法律上の処分又はそれに準ずる扱いを受けた者 

第１２章 委託生、聴講生、外国人学生 

（委託生） 

第４４条 他の大学院又は外国の大学院の委託により、本大学院の授業科目の履修又は研究指導

を希望する場合は、当該他の大学院等と協議して定めるところにより、研究科において委託生と

して受け入れを許可することがある。 

（聴講生） 

第４５条 本大学院における授業科目のうち 1 科目又は数科目を選んで聴講を希望する者がある

ときは、研究科において、選考の上聴講を許可することがある。 

２ 聴講生の入学の時期は学年始めとする。 

（外国人学生） 

第４６条 外国人で本大学院に入学を希望する場合は、研究科において、選考の上外国人学生と

して入学を許可することがある。 

２ 外国人学生は収容定員外とすることがある。 

第４７条 委託生、聴講生及び外国人学生に対しては、学生に関する規程のすべてを準用する。 

附 則 

 本学則は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は平成 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 5 年度以前の入学生については、別表

第 3（学費）に限り従前の例による。 

附 則 

 本学則は平成 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 3（学費）に限り従前の例による。 
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附 則 

 本学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 3（学費）に限り従前の例によ

る。 

附 則 

 本学則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 3（学費）に限り従前の例によ

る。 

附 則 

 本学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 3（学費）は平成 15 年度以前の

入学生についても適用する。 

附 則 

 本学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 21 年度以前の入学生については、

別表第 3（学費）に限り従前の例による。 

附 則 

 本学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 22 年度以前の入学生については、

第 21 条に限り従前の例による。 

附 則 

 本学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 
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 本学則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

本学則は、令和 2年 4月 1日から施行する。ただし、平成 31年度以前の入学生については従前の例

による。 

２ 第 5 条の規定にかかわらず、平成 31年度の入学生については、次のとおりとする。 

研究科 課程 専攻 入学定員 収容定員 

理工学研究科 
修士課程 

物質理学専攻 7 名 14 名 

物理工学専攻 7 名 14 名 

博士課程 物質理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研究科 
修士課程 

日本文学専攻 5 名 10 名 

英米文学専攻 5 名 10 名 

社会学専攻 5 名 10 名 

臨床心理学専攻 10 名 20 名 

博士課程 日本文学専攻 2 名 6 名 
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別表第１研究科専攻の人材養成に関する目的及び教育研究上の目的 

（１）生命理工学研究科 

研
究
科 

生命理工学研究科生命理工学専攻（修士課程）では、「科学的根拠（サイエンス）に基づ

いた、術（アート）を備えた慈愛（ハート）のある医療人の創生」を目的として、分子レ

ベルでの生命科学から創薬、および化学療法と人間工学を基盤とし、健康の維持と増進に

寄与し、医療現場の中核となりうる深い知識と研究能力・実践力を兼ね備えた研究者・技

術者・医療人を養成する。 

また、生命理工学研究科生命理工学専攻（博士後期課程）では、「科学的根拠（サイエン

ス）に基づいた、術（アート）を備えた慈愛（ハート）のある医療人の創生」を目的とし

て、生命科学、薬学、健康医療科学分野における高度な知識と創造的な研究能力を資する

教育・研究者、さらに医療の現場で中核となりうる慈愛と科学的な論理的思考力を兼ね備

えた高度医療専門職リーダーを養成する。 

専
攻 

生命理工学専攻 

（修士課程） 

 

 

 

 

 

生命理工学専攻（修士課程）では、次のような能力を修得することを目

的とする。 

生命科学・薬学、若しくは健康医療・人間工学に関する諸問題を認識

し、これらの問題に研究者・技術者・医療人として柔軟に取り組むこと

ができる。 

１．生体物質の構造や機能に関する深い学識と研究能力、若しくは健康

医療に関わる工学的手法について高い技術力・高度な研究能力を修得

している。 

２．研究者・技術者・医療人として、問題解決能力およびコミュニケー

ション能力を修得している。 

３．生命科学、薬学、若しくは健康医療、人間工学の専門領域における

理論と技術を創造的に展開できる能力を修得している。 

生命理工学専攻 

（博士後期課

程） 

 

生命理工学専攻（博士後期課程）では、次のような能力を修得すること

を目的とする。 

１．生命理工学に関する豊かな学識と技術力、さらに科学的な論理的思

考に基づいた自立して研究活動を行える能力を修得している。 

２．教育・研究者、医療人リーダーとして、社会に貢献しうる高い問題

解決能力と国際的に活躍出来うるコミュニケーション能力を修得して

いる。 

３．生命科学、薬学もしくは健康医療、人間工学の専門領域における高

度な理論と技術を創造的に展開できる能力を修得している。 

 

 

  

http://kitei.iwakimu.ac.jp/admin/files.php?action_disp&id=497
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（２）人文学研究科 

研 
究 
科 

修士課程（臨床心理学専攻）を有する大学院人文学研究科は、本学の教育理念・目的
を根本に据え、学士課程での専門教育を基盤としつつ、より高度な学術の理論および
応用の方法を修得させ、広く社会に貢献できる研究者および高度な専門的職業人を養
成することを目的とする。 

臨床心理学専攻 
（修士課程） 

 臨床心理学専攻は、学部における心理学的教養の上に臨床心理学に関
する学識を身につけ、高度な専門的研究ならびに実践の能力を養うこと
を目的としている。具体的には臨床心理士・公認心理師の養成を目指し
ている。臨床心理士の養成については、（公財）日本臨床心理士資格認定
協会の基準に基づき、公認心理師の養成については公認心理師法に定め
られた科目を基に、それぞれの受験資格を取得できるようにカリキュラ
ムを編成している。内容は、実習を通して心理臨床の実務など実践的な
能力を身につけることを中軸に、心理学研究の方法論を学ぶほか、基礎
心理学の各領域にわたる科目をバランスよく整備し、基本的な心理学的
素養の育成をはかるよう内容の充実に努めている。 
 このような教育体制によって、人間理解の広い視野と確実な学識に裏
付けられた実践能力の高い心理臨床の専門家を養成することを目的とし
ている。 
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別表第２ 大学院教育課程表 

 (1) 生命理工学研究科 

課程 

 

専攻 

修 士 課 程 

授業科目 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

生
命
理
工
学
専
攻
（
修
士
課
程
）
物
質
理
学
コ
ー
ス 

物質理学特別研究Ⅰ 6   論文指導は特別研究

Ⅰ、Ⅱ及び研究講読Ⅰ、

Ⅱで行う。 

 

物質理学特別研究Ⅱ 6   

物質理学研究講読Ⅰ 2   

物質理学研究講読Ⅱ 2   

物理化学特論  2  

生体機能特論  2  

生体物質特論  2  

物質構造特論  2  

毒性学特論  2  

生命科学特論Ⅰ  2  

生命科学特論Ⅱ  2  

天然物化学特論  2  

有機化学特論  2  

生化学特論  2  

生命理科学特論  2  

構造生物学特論  2  

計 16 24   

 

課程 

 

専攻 

修 士 課 程 

授業科目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 

生
命
理
工
学
専
攻
（
修
士
課
程
）
物
理
工
学
コ
ー
ス 

物理工学特別研究Ⅰ 6   論文指導は特別研究Ⅰ、

Ⅱ及び研究講読Ⅰ、Ⅱで

行う。 

 

物理工学特別研究Ⅱ 6   

物理工学研究講読Ⅰ 2   

物理工学研究講読Ⅱ 2   

感性工学特論  2  

応用計測学特論  2  

機能解析学特論  2  

情報工学特論  2  

科学研究法特論Ⅰ  2  

科学研究法特論Ⅱ  2  

物理的エネルギー特論  2  

電気生理学的評価法特論  2  
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超音波イメージング特論  2  

生命理工学特論  2  

バイオメカニクス特論  2  

数理工学特論  2  

計 16 24   

 

課程 

 

専攻 

博 士 後 期 課 程 

授業科目 
単位数 

備 考 
 

必 修 選 択 自 由 

生
命
理
工
学
専
攻
（
博
士
後
期
課
程
） 

生命理工学特別講読Ⅰ 2   ※特別講読・特別研究と
も、Ⅰを履修した上でⅡを
履修すること。 
※修得すべき単位は 16 単
位以上で、かつ指導教員に
よる研究指導を必ず受け
ること。 

生命理工学特別講読Ⅱ 2   

生命理工学特別研究Ⅰ 6   

生命理工学特別研究Ⅱ 6   

計 16    
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(2) 人文学研究科 

課
程 

 
専
攻 

修士課程 

授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 自由 

臨
床
心
理
学
専
攻 

臨床心理学特論 
臨床心理面接特論Ⅰ 
（心理支援に関する理論と実践） 
臨床心理面接特論Ⅱ 
臨床心理査定演習Ⅰ 
（心理的アセスメントに関する理論と実践） 
臨床心理査定演習Ⅱ 
臨床心理基礎実習 
心理実践実習Ⅰ 
心理実践実習Ⅱ 
心理実践実習Ⅲ 
臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ⅳ） 
心理実践実習Ⅴ 
臨床心理実習Ⅱ 
臨床心理学研究法特論 
臨床心理学関連行政論 
学校臨床心理学特論 
（教育分野に関する理論と支援の展開） 
人格心理学特論 
発達心理学特論 
家族心理学特論 
（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関す
る理論と実践） 
犯罪心理学特論 
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 
臨床精神病理学特論 
（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 
障害者(児)心理学特論 
（福祉分野に関する理論と支援の展開） 
投映法特論 
心理療法特論 
臨床催眠学特論 
リハビリテーション心理学特論 
臨床動作法特論 
心理学特殊研究 
臨床心理学特殊研究 
表現療法特論 
産業心理学特論 
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 
健康心理学特論 
（心の健康教育に関する理論と実践） 
社会心理学特論 
心理学実践演習Ⅰ 
心理学実践演習Ⅱ 

4 
2 
 
2 
2 
 
2 
4 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
3 
3 
 
1 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 

  

計 20 54   
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別表第３ 学費 

 修士課程 

入

学

金 

（生命理工学研究科）  280,000 円 

（人文学研究科）    250,000 円 

 ただし、学校法人明星学苑、学校法人医療創生大学が設置する大学からの進学者に関しては、入学金を免除す

る。 

（単位：円） 

研究科 生 命 理 工 学 研 究 科 人 文 学 研 究 科 

課程 修 士 課 程 修 士 課 程 

年次 1 年次 2 年次 1 年次 2 年次 

授業料 350,000 350,000 290,000 290,000 

施設拡充費 130,000 130,000 100,000 100,000 

合計 480,000 480,000 390,000 390,000 

 

 博士後期課程 

入 学 金 （生命理工学研究科）   280,000 円 

 ただし、学校法人明星学苑、学校法人医療創生大学が設置する大学からの進学者に関しては、入学金を免除す

る。 

（単位：円） 

研究科 生命理工学研究科 

課程 博士後期課程 

年次 1 年次 2 年次 3 年次 

授業料 350,000 350,000 350,000 

施設拡充費 130,000 130,000 130,000 

合計 480,000 480,000 480,000 

 在籍料（休学者）     25,000 円 

 博士論文審査料等 

イ 本学大学院博士後期課程を経た者 50,000 円 

ロ 本学大学院博士後期課程を経ない者 250,000 円 

学位論文指導料           150,000 円 
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聴講生・科目等履修生・研究生 

聴講生 
登録料 10,000 円 

聴講料 1 単位につき 6,250 円 

科 目 等 履 修 生 
登録料 10,000 円 

聴講料 
1単位につき10,000円 

＊本学卒業生は上記の半額 

研究生 研究指導料 
生命理工学研究科 200,000 円 

人文学研究科   150,000 円 

 

別表第４ 公認心理師関連科目 

授業科目 
必修科目
の単位数 

選択科目
の単位数 

配 当 学 年 

臨床精神病理学特論 
（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 
障害者（児）心理学特論 
（福祉分野に関する理論と支援の展開） 
学校臨床心理学特論 
（教育分野に関する理論と支援の展開） 
犯罪心理学特論 
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 
産業心理学特論 
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 
臨床心理査定演習Ⅰ 
（心理的アセスメントに関する理論と実践） 
臨床心理面接特論Ⅰ 
（心理支援に関する理論と実践） 
家族心理学特論 
（家族関係・集団・地域社会における心理支援
に関する理論と実践） 
健康心理学特論 
（心の健康教育に関する理論と実践） 
心理実践演習Ⅰ※ 
心理実践演習Ⅱ※ 
心理実践演習Ⅲ※ 
臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ⅳ）※ 
心理実践演習Ⅴ※ 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

1 
3 
3 
2 
1 

 1・2 
 

1・2 
 

1・2 
 

1・2 
 

1・2 
 

1 
 

1 
 

1・2 
 
 

1・2 
 

1 
1・2 
1・2 

2 
2 

計 20   

※心理実践実習（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ）の時間は 450 時間以上とする。実習において担当ケース

（心理に関する支援を要する者等を対象とした心理的支援等）に関する実習時間は計 270 時間以

上（うち、学外施設における当該実習時間は 90 時間以上）とする。 

http://kitei.iwakimu.ac.jp/admin/files.php?action_disp&id=489
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学則の変更の事由及び変更点 

 

（変更の事由） 

 今回、新たに大学に生命理工学研究科生命理工学専攻（修士課程）、および生命理工学専攻（博

士後期課程）を設置することとなったので、これに伴い、学則を次のとおり変更する。 

 

（変更点） 

１． 第 2 条第 1 項中、「理工学研究科」を「生命理工学研究科」とする。 

２． 第 3 条中、研究科、専攻の表を次のとおりとする。 

生命理工学研究科 
修士課程 生命理工学専攻 

博士後期課程 生命理工学専攻 

人文学研究科 修士課程 臨床心理学専攻 

３． 第 4 条中、「本大学院各研究科博士課程」を「本大学院研究科博士後期課程」とする。 

４． 第 5 条中、入学定員・収容定員の表を、次のとおりとする。 

研究科 課程 専攻 入学定員 収容定員 

生命理工学研究科 
修士課程 生命理工学専攻 5 名 10 名 

博士後期課程 生命理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研究科 修士課程 臨床心理学専攻 10 名 20 名 

５． 第 14 条中、「理工学研究科」を「生命理工学研究科」とし、「人文学研究科各専攻修士課程・

博士課程」を削除する。 

６． 第 16 条中、「大学院事務局」を「事務局」とする。 

７． 第 18 条、第 19 条に定めた教職課程に関する記述を削除する。 

８． 第 18 条、第 19 条の削除に伴い、「第 20 条～第 49 条」の条番号を「第 18 条～第 47 条」と

する。 

９． 新第 28 条第 2 項に記載のある「物質理工学専攻では 16 単位以上、日本文学専攻では 14 単

位以上を修得し、」を「生命理工学専攻では 16 単位以上を修得し、」とする。また、第 2 項

第 1 号に記載のある「物質理工学専攻」を「生命理工学専攻（博士後期課程）」へ、「物質理

学専攻（修士課程）並びに物理工学専攻（修士課程）」を「生命理工学専攻（修士課程）」と

する。 

１０． 新第 31 条第 2 項に記載のある「博士課程」を「博士後期課程」とする。 

１１． 新第 32 条第 2 項の「博士課程」を「博士後期課程」とする。 

１２． 新第 34 条第 1 項中、「保証人、副保証人連署」を「保証人署名」とする。 

１３． 新第 39 条第 4 号中、「博士課程」を「博士後期課程」とする。 

１４． 新第 40 条第 1 項中「第 45 条」を「第 43 条」とする。 

１５． 新第 41 条第 5 項中、「博士課程」を「博士後期課程」とする。 

１６． 附則として、次の附則を追加する。 

「附 則 

 本学則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 31 年度以前の入学生について

は従前の例による。」 
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２ 第 5 条の規定にかかわらず、平成 31 年度の入学生については、次のとおりとする。 

研究科 課程 専攻 入学定員 収容定員 

理工学研究科 
修士課程 

物質理学専攻 7 名 14 名 

物理工学専攻 7 名 14 名 

博士課程 物質理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研究科 
修士課程 

日本文学専攻 5 名 10 名 

英米文学専攻 5 名 10 名 

社会学専攻 5 名 10 名 

臨床心理学専攻 10 名 20 名 

博士課程 日本文学専攻 2 名 6 名 

１７． 別表として、生命理工学研究科生命理工学専攻（修士課程）、生命理工学専攻（博士後期

課程）の内容を加え、これに伴い、変更となる箇所を修正する。 

① 別表第 1 研究科専攻の人材の養成に関する目的及び教育研究上の目的、別表第 2 大学院教育

課程表、別表第 3 学費の内容を「理工学研究科」のものから「生命理工学研究科」の内容

へ変更するとともに、人文学研究科日本文学専攻（修士課程）、英米文学専攻（修士課程）、

社会学専攻（修士課程）、日本文学専攻（博士課程）の内容を削除する。 

 

（変更時期） 

    令和 2 年 4 月 1 日 
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新 旧 

（略） 

 

（構成） 

第２条 本大学院に次の研究科を設ける。 

 生命理工学研究科 

 人文学研究科 

（課程及び専攻） 

第３条 本大学院の各研究科に次の課程及び専攻を

置く。 

生命理工学研究
科 

修士課程 生命理工学専攻 

博士後期課
程 

生命理工学専攻 

人文学研究科 
修士課程 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

臨床心理学専攻 

（削除） （削除） 

 

（略） 

 

（修業年限と在学年限） 

第４条 本大学院各研究科修士課程の修業年限は 2

ケ年とする。 

 本大学院修士課程に 4ケ年を超えて在学すること

はできない。 

 本大学院研究科博士後期課程の修業年限は 3ケ年

とする。 

 本大学院博士後期課程に 6ケ年を超えて在学する

ことはできない。 

（収容定員） 

第５条 本大学院研究科の収容定員は次のとおりと

する。 

研究科 課程 専攻 
入学定

員 
収容定

員 

生命理工
学研究科 

修士課
程 

生命理工学専攻 

（削除） 

5 名 

(削除) 

10 名 

(削除) 

（略） 

 

（構成） 

第２条 本大学院に次の研究科を設ける。 

 理工学研究科 

 人文学研究科 

（課程及び専攻） 

第３条 本大学院の各研究科に次の課程及び専攻を

置く。 

理工学研究科 

修士課程 

物質理学専攻 

物理工学専攻 

博士課程 物質理工学専攻 

人文学研究科 
修士課程 

日本文学専攻 

英米文学専攻 

社会学専攻 

臨床心理学専攻 

博士課程 日本文学専攻 

 

（略） 

 

（修業年限と在学年限） 

第４条 本大学院各研究科修士課程の修業年限は 2

ケ年とする。 

 本大学院修士課程に 4ケ年を超えて在学すること

はできない。 

 本大学院各研究科博士課程の修業年限は 3ケ年と

する。 

 本大学院博士課程に 6ケ年を超えて在学すること

はできない。 

（収容定員） 

第５条 本大学院研究科の収容定員は次のとおりと

する。 

研究科 課程 専攻 
入学定

員 
収容定

員 

理工学研
究科 

修士課
程 

物質理学専攻 

物理工学専攻 

7 名 

7 名 

14 名 

14 名 
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新 旧 

博士後
期課程 

生命理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研
究科 

修士課
程 

(削除) 

(削除) 

(削除) 

臨床心理学専攻 

(削除) 

(削除) 

(削除) 

10 名 

(削除) 

(削除) 

(削除) 

20 名 

(削除) (削除) (削除) (削除) 

 

（略） 

 

第６章 教育課程及び履修方法 

（科目と単位） 

第１４条 本大学院の生命理工学研究科、人文学研

究科の授業科目、単位数及びその履修方法は別表第

2 のとおりとする。 

 

（略） 

 

（履修科目の申告） 

第１６条 履修しようとする授業科目については当

該指導教授の承認を経て、所定の期日までに、事務

局に申告しなければならない。 

 

（略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

博士課
程 

物質理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研
究科 

修士課
程 

日本文学専攻 

英米文学専攻 

社会学専攻 

臨床心理学専攻 

5 名 

5 名 

5 名 

10 名 

10 名 

10 名 

10 名 

20 名 

博士課
程 

日本文学専攻 2 名 6 名 

 

（略） 

 

第６章 教育課程及び履修方法 

（科目と単位） 

第１４条 本大学院の理工学研究科、人文学研究科

各専攻修士課程・博士課程の授業科目、単位数及び

その履修方法は別表第 2のとおりとする。 

 

（略） 

 

（履修科目の申告） 

第１６条 履修しようとする授業科目については当

該指導教授の承認を経て、所定の期日までに、大学

院事務局に申告しなければならない。 

 

（略） 

 

（教職課程） 

第１８条 本大学院修士課程において、教育職員免

許状（各種専修免許状）を取得しようとする者は、

各研究科配当の関係科目の中から教育職員免許法及

び同施行規則に定める必要な単位数を修得しなけれ

ばならない。ただし、各種教諭一種免許状の取得資

格を有するものに限る。 

（免許状の種類） 

第１９条 本大学院修士課程において、取得できる

教育職員免許状の種類は、次のとおりである。 

(1)  理工学研究科 
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公認心理師） 

第１８条 本大学院修士課程において、公認心理師

の受験資格を受けようとする者は、別表第４に定め

る科目を履修し、単位を修得しなければならない。 

第７章 単位の取得、試験及び学位論文 

（単位の取得） 

第１９条 本大学院において所定の学科目を履修し

た者に対しては、毎学期あるいは学年末に試験を行

い、合格した者に対して単位を与える。 

（成績の評価） 

第２０条 試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆの評

価で表わし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｆを不合

格とする。 

 

（略） 

 

（論文提出と研究計画の承認） 

第２１条 修士及び博士の学位論文を提出しようと

する者は、論文の主題とその研究計画書を当該指導

教授に提出し、その承認を受けなければならない。 

（学位論文の提出） 

第２２条 修士及び博士の学位論文は、正副 2部作

成し、当該指導教授を通じて研究科長に提出するも

のとする。 

（学位論文の提出期限） 

第２３条 修士及び博士の学位論文は、在学期間中

に提出せしめ、又審査を終了するものとする。 

（論文の審査） 

物質理学専攻 中学校教諭専修免許状（理科） 

高等学校教諭専修免許状（理科） 

物理工学専攻 高等学校教諭専修免許状（工業） 

(2)  人文学研究科 

日本文学専攻 中学校教諭専修免許状（国語） 

 高等学校教諭専修免許状（国語） 

英米文学専攻 中学校教諭専修免許状（英語） 

       高等学校教諭専修免許状（英語） 

社会学専攻  中学校教諭専修免許状（社会） 

 高等学校教諭専修免許状（公民） 

（公認心理師） 

第２０条 本大学院修士課程において、公認心理師

の受験資格を受けようとする者は、別表第４に定め

る科目を履修し、単位を修得しなければならない。 

第７章 単位の取得、試験及び学位論文 

（単位の取得） 

第２１条 本大学院において所定の学科目を履修し

た者に対しては、毎学期あるいは学年末に試験を行

い、合格した者に対して単位を与える。 

（成績の評価） 

第２２条 試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆの評

価で表わし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｆを不合

格とする。 

 

（略） 

 

（論文提出と研究計画の承認） 

第２３条 修士及び博士の学位論文を提出しようと

する者は、論文の主題とその研究計画書を当該指導

教授に提出し、その承認を受けなければならない。 

（学位論文の提出） 

第２４条 修士及び博士の学位論文は、正副 2部作

成し、当該指導教授を通じて研究科長に提出するも

のとする。 

（学位論文の提出期限） 

第２５条 修士及び博士の学位論文は、在学期間中

に提出せしめ、又審査を終了するものとする。 

（論文の審査） 
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第２４条 修士及び博士の学位論文の審査は、審査

委員会がこれにあたる。 

 

（略） 

 

（審査の報告） 

第２５条 審査委員会は審査及び論文の評価に関す

る意見を記載した審査報告書を当該研究科委員会に

提出しなければならない。 

（最終試験） 

第２６条 最終試験は、審査委員が学位論文を中心

として、これに関連ある科目について行う。 

（論文と最終試験の判定） 

第２７条 学位論文及び最終試験の合格、不合格

は、審査委員会の報告に基づき、当該研究科委員会

が決定する。 

 

（略） 

 

第８章 課程修了の要件及び学位の授与 

（課程修了要件） 

第２８条 修士課程を修了するためには、2年以上

在学して、専攻の定める所要授業科目について 30

単位以上を修得し、更に学位論文を提出し、その審

査及び最終試験に合格しなければならない。 

２ 博士後期課程を修了するためには、3年以上在

学して、専攻の定める所要授業科目について、生命

理工学専攻では 16 単位以上を修得し、必要な研究

指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び

最終試験に合格しなければならない。 

 

(1)  第３１条２項３号に定める入学資格により、

生命理工学専攻（博士後期課程）へ入学した者にお

いては、専攻の定める所要授業科目の 16単位に加

え、生命理工学専攻（修士課程）の定める所要授業

科目のうち、14 単位以上を修得しなければならな

い。 

 

第２６条 修士及び博士の学位論文の審査は、審査

委員会がこれにあたる。 

 

（略） 

 

（審査の報告） 

第２７条 審査委員会は審査及び論文の評価に関す

る意見を記載した審査報告書を当該研究科委員会に

提出しなければならない。 

（最終試験） 

第２８条 最終試験は、審査委員が学位論文を中心

として、これに関連ある科目について行う。 

（論文と最終試験の判定） 

第２９条 学位論文及び最終試験の合格、不合格

は、審査委員会の報告に基づき、当該研究科委員会

が決定する。 

 

（略） 

 

第８章 課程修了の要件及び学位の授与 

（課程修了要件） 

第３０条 修士課程を修了するためには、2年以上

在学して、専攻の定める所要授業科目について 30

単位以上を修得し、更に学位論文を提出し、その審

査及び最終試験に合格しなければならない。 

２ 博士課程を修了するためには、3年以上在学し

て、専攻の定める所要授業科目について、物質理工

学専攻では 16 単位以上、日本文学専攻では 14 単位

以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論

文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなけれ

ばならない。 

(1)  第３２条２項３号に定める入学資格により、

物質理工学専攻へ入学した者においては、専攻の定

める所要授業科目の 16単位に加え、物質理学専攻

（修士課程）並びに物理工学専攻（修士課程）の定

める所要授業科目のうち、14 単位以上を修得しなけ

ればならない。 

 



医療創生大学大学院学則 新旧対照表 

5 

 

新 旧 

（略） 

 

（学位の授与） 

第２９条 本大学院の学位論文審査、最終試験の方

法、その他学位に関する事項は本学学位規則の定め

るところによる。 

第９章 入学、休学、退学 

（入学の時期） 

第３０条 入学の時期は学期の始めとする。 

（入学資格） 

第３１条 本大学院の修士課程に入学できる者は、

次の各号の 1に該当する者とする。 

 

（略） 

 

２ 本大学院の博士後期課程に入学できる者は、次

の各号の 1に該当する者とする。 

 

（略） 

 

（入学志願手続） 

第３２条 本大学院の修士課程に入学を志望する者

は、指定の期間内に、別に定める入学検定料を添え

て、次の書類を提出しなければならない。 

 

（略） 

 

２ 本大学院の博士後期課程に入学を志望する者

は、指定の期間内に、別に定める入学検定料を添え

て、次の書類を提出しなければならない。 

 

（略） 

 

（入学考査） 

第３３条 入学志願者に対しては、学力、その他に

ついて考査する。 

 

（略） 

（略） 

 

（学位の授与） 

第３１条 本大学院の学位論文審査、最終試験の方

法、その他学位に関する事項は本学学位規則の定め

るところによる。 

第９章 入学、休学、退学 

（入学の時期） 

第３２条 入学の時期は学期の始めとする。 

（入学資格） 

第３３条 本大学院の修士課程に入学できる者は、

次の各号の 1に該当する者とする。 

 

（略） 

 

２ 本大学院の博士課程に入学できる者は、次の各

号の 1に該当する者とする。 

 

（略） 

 

（入学志願手続） 

第３４条 本大学院の修士課程に入学を志望する者

は、指定の期間内に、別に定める入学検定料を添え

て、次の書類を提出しなければならない。 

 

（略） 

 

２ 本大学院の博士課程に入学を志望する者は、指

定の期間内に、別に定める入学検定料を添えて、次

の書類を提出しなければならない。 

 

（略） 

 

（入学考査） 

第３５条 入学志願者に対しては、学力、その他に

ついて考査する。 

 

（略） 
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（入学手続） 

第３４条 入学を許可された者は別に定める入学金

及び授業料その他を添えて所定の用紙に依る保証人

署名の在学誓約書を提出しなければならない。 

 

（保証人の変更） 

第３５条 転居その他の理由によって保証人を変え

た場合は保証人変更届と共に新たに在学誓約書を提

出しなければならない。 

（休学） 

第３６条 病気その他、やむを得ない事由により、

引き続き 2ケ月以上修学することができないとき

は、学長の許可を得て、1ケ年以内休学することが

できる。ただし、特別の事由がある場合、引き続き

休学を許可するが、通算して 2ケ年をこえることが

できない。 

 

（略） 

 

（休学中の学費） 

第３７条 前条第 1項により休学を許可された者

（以下「休学者」という。）は別表第 3に定める在

籍料を納めなければならない。 

（退学） 

第３８条 病気その他、やむを得ない事由のため、

学業を続ける見込みがないときは願い出て退学する

ことができる。 

（除籍） 

第３９条 学生が、次の各号の 1に該当する場合

は、学長は当該研究科委員会の議を経て、当該学生

を除籍することができる。 

 

（略） 

 

(4)  博士後期課程において、同一専攻に在学 6 年

におよんでなお修了できない者 

（再入学） 

（入学手続） 

第３６条 入学を許可された者は別に定める入学金

及び授業料その他を添えて所定の用紙に依る保証

人、副保証人連署の在学誓約書を提出しなければな

らない。 

（保証人の変更） 

第３７条 転居その他の理由によって保証人を変え

た場合は保証人変更届と共に新たに在学誓約書を提

出しなければならない。 

（休学） 

第３８条 病気その他、やむを得ない事由により、

引き続き 2ケ月以上修学することができないとき

は、学長の許可を得て、1ケ年以内休学することが

できる。ただし、特別の事由がある場合、引き続き

休学を許可するが、通算して 2ケ年をこえることが

できない。 

 

（略） 

 

（休学中の学費） 

第３９条 前条第 1項により休学を許可された者

（以下「休学者」という。）は別表第 3に定める在

籍料を納めなければならない。 

（退学） 

第４０条 病気その他、やむを得ない事由のため、

学業を続ける見込みがないときは願い出て退学する

ことができる。 

（除籍） 

第４１条 学生が、次の各号の 1に該当する場合

は、学長は当該研究科委員会の議を経て、当該学生

を除籍することができる。 

 

（略） 

 

(4)  博士課程において、同一専攻に在学 6年にお

よんでなお修了できない者 

（再入学） 
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第４０条 やむを得ない事由で退学した者が、再入

学を願い出たときは、定員に余裕のある場合に限

り、選考の上再入学を許可することができる。ただ

し、第 43 条に規定する罰則により退学した者につ

いては、再入学は許可しない。 

第１０章 学費 

（学費） 

第４１条 学費は、入学金、授業料、施設拡充費と

し、別表第 3のとおりとする。 

 

（略） 

 

５ 博士後期課程に 3年以上在学し、学位論文を作

成するために引き続き在学する者は、学位取得候補

生と称し、別表第 3に定める学位論文指導料を納め

なければならない。 

 

（略） 

 

第１１章 賞罰 

（表彰） 

第４２条 品行方正で学業優秀な者、または、他の

学生の模範とすべき篤行ある者は、表彰することが

できる。 

（罰則） 

第４３条 本大学院学生にして、学生の本分に反す

る行為があった場合は、その軽重に従い譴責、停学

または除籍、退学処分に付される。 

 

（略） 

 

（委託生） 

第４４条 他の大学院又は外国の大学院の委託によ

り、本大学院の授業科目の履修又は研究指導を希望

する場合は、当該他の大学院等と協議して定めると

ころにより、研究科において委託生として受け入れ

を許可することがある。 

（聴講生） 

第４２条 やむを得ない事由で退学した者が、再入

学を願い出たときは、定員に余裕のある場合に限

り、選考の上再入学を許可することができる。ただ

し、第 45 条に規定する罰則により退学した者につ

いては、再入学は許可しない。 

第１０章 学費 

（学費） 

第４３条 学費は、入学金、授業料、施設拡充費と

し、別表第 3のとおりとする。 

 

（略） 

 

５ 博士課程に 3年以上在学し、学位論文を作成す

るために引き続き在学する者は、学位取得候補生と

称し、別表第 3 に定める学位論文指導料を納めなけ

ればならない。 

 

（略） 

 

第１１章 賞罰 

（表彰） 

第４４条 品行方正で学業優秀な者、または、他の

学生の模範とすべき篤行ある者は、表彰することが

できる。 

（罰則） 

第４５条 本大学院学生にして、学生の本分に反す

る行為があった場合は、その軽重に従い譴責、停学

または除籍、退学処分に付される。 

 

（略） 

 

（委託生） 

第４６条 他の大学院又は外国の大学院の委託によ

り、本大学院の授業科目の履修又は研究指導を希望

する場合は、当該他の大学院等と協議して定めると

ころにより、研究科において委託生として受け入れ

を許可することがある。 

（聴講生） 
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第４５条 本大学院における授業科目のうち 1科目

又は数科目を選んで聴講を希望する者があるとき

は、研究科において、選考の上聴講を許可すること

がある。 

 

（略） 

 

（外国人学生） 

第４６条 外国人で本大学院に入学を希望する場合

は、研究科において、選考の上外国人学生として入

学を許可することがある。 

２ 外国人学生は収容定員外とすることがある。 

第４７条 委託生、聴講生及び外国人学生に対して

は、学生に関する規程のすべてを準用する。 

 

（略） 

 

附 則 

本学則は、令和 2 年 4 月 1日から施行する。ただ

し、平成 31 年度以前の入学生については従前の例

による。 

２ 第 5条の規定にかかわらず、平成 31 年度の入

学生については、次のとおりとする。 

研究科 課程 専攻 
入学定

員 
収容定
員 

理工学研
究科 

修士課
程 

物質理学専攻 

物理工学専攻 

7 名 

7 名 

14 名 

14 名 

博士課
程 

物質理工学専攻 2 名 6 名 

人文学研
究科 

修士課
程 

日本文学専攻 

英米文学専攻 

社会学専攻 

臨床心理学専攻 

5 名 

5 名 

5 名 

10 名 

10 名 

10 名 

10 名 

20 名 

博士課
程 

日本文学専攻 2 名 6 名 

 

 

 

 

第４７条 本大学院における授業科目のうち 1科目

又は数科目を選んで聴講を希望する者があるとき

は、研究科において、選考の上聴講を許可すること

がある。 

 

（略） 

 

（外国人学生） 

第４８条 外国人で本大学院に入学を希望する場合

は、研究科において、選考の上外国人学生として入

学を許可することがある。 

２ 外国人学生は収容定員外とすることがある。 

第４９条 委託生、聴講生及び外国人学生に対して

は、学生に関する規程のすべてを準用する。 

 

（略） 

 

 

（新設） 
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別表第１ 研究科専攻の人材の養成に関する目的及

び教育研究上の目的 

(1) 生命理工学研究科 

研
究
科 

生命理工学研究科生命理工学専攻（修士課

程）では、「科学的根拠（サイエンス）に基づい

た、術（アート）を備えた慈愛（ハート）のあ

る医療人の創生」を目的として、分子レベルで

の生命科学から創薬、および化学療法と人間工

学を基盤とし、健康の維持と増進に寄与し、医

療現場の中核となりうる深い知識と研究能力・

実践力を兼ね備えた研究者・技術者・医療人を

養成する。 

また、生命理工学研究科生命理工学専攻（博

士後期課程）では、「科学的根拠（サイエンス）

に基づいた、術（アート）を備えた慈愛（ハー

ト）のある医療人の創生」を目的として、生命

科学、薬学、健康医療科学分野における高度な

知識と創造的な研究能力を資する教育・研究

者、さらに医療の現場で中核となりうる慈愛と

科学的な論理的思考力を兼ね備えた高度医療専

門職リーダーを養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

専
攻 

生命理

工学専

攻 

（修士

課程） 

生命理工学専攻（修士課程）では、次

のような能力を修得することを目的

とする。 

生命科学・薬学、若しくは健康医療・

人間工学に関する諸問題を認識し、こ

れらの問題に研究者・技術者・医療人

として柔軟に取り組むことができる。 

１．生体物質の構造や機能に関する深

い学識と研究能力、若しくは健康医療

に関わる工学的手法について高い技

術力・高度な研究能力を修得してい

る。 

２．研究者・技術者・医療人として、

問題解決能力およびコミュニケーシ

ョン能力を修得している。 

３．生命科学、薬学、若しくは健康医

療、人間工学の専門領域における理論

と技術を創造的に展開できる能力を

修得している。 

別表第１ 研究科専攻の人材の養成に関する目的及

び教育研究上の目的 

(1) 理工学研究科 

研
究
科 

修士課程（物質理学専攻および物理工学専攻）お

よび博士課程（物質理工学専攻）を有する大学院

理工学研究科は、本学の教育理念・目的を根本に

据え、学士課程の専門分野で培った力を発展さ

せ、より深い知識と技術、さらに優れた研究開発

能力を身につけ、理学と薬学さらに工学を統合し

た科学技術による先端的分野の開拓に挑戦でき

る、時代と地域社会の要請に対応しうる研究者・

技術者を養成することを目的とする。 

 わが国はこれまでに先端的な基礎科学と応用

技術を生み出し社会に貢献してきた。今後一層の

技術革新が望まれるなか、本学の学士教育では基

礎力の充実に重点をおいてきたが、研究開発の現

場ではより深い学識と創造力・研究開発力をそな

えた研究者・技術者が必要とされてきている。大

学院修了者の活躍こそが、今後の技術革新に不可

欠な要素である。さらに最近の先端研究は、異分

野間の未踏の境界領域に設定されることが多く、

理学と薬学さらに工学それぞれが、これまで以上

に融合し進展した科学技術を必要としている。本

理工学研究科ではこれに応えるべく、修士課程に

理学・薬学系の「物質理学専攻」と工学系の「物

理工学専攻」の２専攻を設けている。 

 本理工学研究科には、修士課程の物質理学専攻

と物理工学専攻の２専攻の上に博士課程の「物質

理工学専攻」を置いている。修士課程における理

学・薬学系の物質理学専攻と工学的系の物理工学

専攻の目的と志向を博士課程においてはさらに

強く求め、理学・薬学と工学が融合した研究を期

している。理学的研究は、本来真理の探究という

動機に基づくものであるが、本学の博士課程で

は、これによって得たものを自然科学の発展と人

類の進歩に還元しようとするもうひとつの目的

を重要視して理学・薬学さらに工学が融合した専

攻としている。 

専
攻 

物質理

学専攻 

（修士

課程） 

物質理学専攻は、生命科学と薬学を基

盤として、環境生物学から動物行動、

さらに創薬を目指した分子計測と設

計、薬理、化学療法まで、幅広い分野

についての基礎を身につけながら、物

質の分子レベルでの構造と機能に関

する深い知識と研究能力を備えた研

究者・技術者を養成することを目的と

する。 

 物質理学専攻の研究領域は、分析化

学から生命科学、動植物学、さらに薬

理、療法まで多岐にわたるが、生命科

学と薬学の視点から、地球上に生きる

生物や植物の生態から生命活動に関

わる因子の機能と作用、さらにそれら

の分子レベルでの制御メカニズムを

探求する。 
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新 旧 

(削除) 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

生命理

工学専

攻 

（博士

後期課

程） 

生命理工学専攻（博士後期課程）では、

次のような能力を修得することを目

的とする。 

１．生命理工学に関する豊かな学

識と技術力、さらに科学的な論理

的思考に基づいた自立して研究活

動を行える能力を修得している。 
２．教育・研究者、医療人リーダー

として、社会に貢献しうる高い問

題解決能力と国際的に活躍出来う

るコミュニケーション能力を修得

している。 
３．生命科学、薬学もしくは健康医

療、人間工学の専門領域における

高度な理論と技術を創造的に展開

できる能力を修得している。 
 

（２）人文学研究科 

研
究
科 

修士課程（臨床心理学専攻）を有する大学院人文

学研究科は、本学の教育理念・目的を根本に据え、

学士課程での専門教育を基盤としつつ、より高度

な学術の理論および応用の方法を修得させ、地域

社会はもとより、世界の平和と文化の進展に貢献

できる研究者、および高度な専門的職業人を養成

することを目的とする。より具体的には、人文科

学に共通する人間の思想や感情につき、その背景

となる社会現象や、文化全般にわたる理解を深め

させ、現代日本の進展に寄与することを使命とす

る。 

 

専
攻 

(削除) 

 

(削除) 

 

 

物理工

学専攻 

（修士

課程） 

今日、ハード、ソフトウェア両面での、

電子工業、機械工業の進歩は著しく、

その影響は産業構造の質的な変革に

まで及びつつある。この変革のための

自主技術の開発は、わが国をめぐる厳

しい国際環境の中でますます求めら

れている。物理工学専攻は、電子情報

科学、電子工学、および機械工学の学

士課程での基礎教育のもとに、より高

度な理論と応用の手法を修得させ、基

礎と応用の織りなす多元的な研究に

接することを通して、高度情報化社会

に不可欠なエレクトロニクス、情報、

生産、エネルギー技術の発展に貢献し

うる、確かな基礎力と幅広い応用力を

持つ研究者・技術者を養成することを

目的とする。 

 物理工学専攻の研究領域は、電子・

機械分野での新素材開発や評価、コン

ピュータサイエンスを機軸とした先

進的な画像処理などがあり、先端技術

に係わる研究課題に積極的に取り組

む。 

物質理

工学専

攻 

（博士

課程） 

博士課程物質理工学専攻では、物質の

基礎と応用に立脚した教育･研究を行

う。理学・薬学と工学の融合を重要視

し、工学的素養を持った理学色の強い

研究者、理学および薬学的素養を持っ

た工学色の強い研究者の養成を目的

とし、確かな技術力と豊かな創造性を

兼ね備え、学術探求と社会の発展に貢

献できる研究者および高度専門的技

術者を育成することを目的とする。 

 博士課程では、設定された研究課題

について指導教員および研究関連教

員のセミナーや研究会、さらに学会活

動へ積極的に参画しながら研究課題

の推進に専念する。 

 

（２）人文学研究科 

研
究
科 

修士課程（日本文学専攻、英米文学専攻、社会学

専攻および臨床心理学専攻）および博士課程（日

本文学専攻）を有する大学院人文学研究科は、本

学の教育理念・目的を根本に据え、学士課程での

専門教育を基盤としつつ、より高度な学術の理論

および応用の方法を修得させ、地域社会はもとよ

り、世界の平和と文化の進展に貢献できる研究

者、および高度な専門的職業人を養成することを

目的とする。より具体的には、人文科学に共通す

る人間の思想や感情につき、その背景となる社会

現象や、文化全般にわたる理解を深めさせ、現代

日本の進展に寄与することを使命とする。 

専
攻 

日本文

学専攻 

 学士課程における学修と研究の基

盤の上に、より専門的であるととも

に、基礎的な面の教育にも配慮しつ
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(削除) 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(削除) 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修士

課程） 

つ、日本文学を研究することを目的と

する。科目を「特殊講義」「特殊研究」

「演習」の三種に大別し、この科目名

のもとに、古代文学、中世文学、近代

文学、和歌文学、日本語学、漢文学の

講義と演習を配置する。特殊講義と特

殊研究は隔年開講を原則とする。教授

者は専任の教授者の他に、学外からも

専門性に優れた教授を招き、講義内容

の充実に努める。 

 学生にとって重要なことは、より専

門性を高め、あわせて基礎力を高める

ことである。このために授業科目は論

文指導教授の指導のもとに選択する。

また演習については、論文指導教授の

担当する演習を選択する。 

英米文

学専攻 

（修士

課程） 

 英米文学専攻では、英米の文学・文

化・言語をより深く研究し、高い専門

性が求められる職業を担うとともに、

広く社会に知的貢献のできる人材の

育成を教育目的とする。この目的を達

成するために、各自の専攻領域におけ

る専門的知識を深め、課題を発見し主

体的に解決する実践的能力を養う。さ

らに、高い英語運用能力と、客観的分

析や考察に基づく論理的な表現力を

身につけることを目指す。 

 １年次から専門教員の個人的指導

のもとで各自の研究を開始すること

になるが、それと同時に、専門領域以

外のさまざまな分野にも積極的に取

り組むことが強く求められる。これ

は、本専攻の修了者が、専門の知識だ

けでなく、幅広い教養を備えた、一般

社会にとっても有用な人材に成長す

ることを切望するからである。また本

専攻で学ぶ者には、修了後、英語教員

になることを目指す者が少なくない。

本専攻は、そのような進路希望にも対

応するカリキュラム上の配慮を行っ

ている。 

社会学

専攻 

（修士

課程） 

 社会学専攻は、当該分野の専門的職

業人や研究者として長きにわたって

活動しうる専門的な知識およびスキ

ルを修得する大学院として、学部で学

んだ社会学および社会福祉学を学生

がさらに深め、高度に研究することを

目指している。同時に、社会福祉分野

の社会人向け大学院としても、十分な

機能を果たすことを目指している。 

 学生が研究できる分野は、各教員の

専門分野とその周辺分野として、「社

会学史」「公共哲学」「教育社会学」「地

域社会学」「家族社会学」「社会福祉学」

などであり、優れた当該成果により修

了者は、専門的研究者だけでなく、ま
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新 旧 

 

臨床心

理学専

攻 

（修士

課程） 

 臨床心理学専攻は、学部における心

理学的教養の上に臨床心理学に関する

学識を身につけ、高度な専門的研究な

らびに実践の能力を養うことを目的と

している。具体的には臨床心理士の養

成を目指して、（公財）日本臨床心理

士資格認定協会の基準を参照し、カリ

キュラムを編成した。実習を通して心

理臨床の実務など実践的な能力を身に

つけることを中軸に、心理学研究の方

法論を学ぶほか、基礎心理学の各領域

にわたる科目をバランスよく整備し、

基本的な心理学的素養の育成をはかる

よう内容の充実に努めている。 

 このような教育体制によって、人間

理解の広い視野と確実な学識に裏付け

られた実践能力の高い心理臨床の専門

家を養成することを目的としている。 

(削除) 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
別表第２ 大学院教育課程表 

 (1) 生命理工学研究科 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

生命

理工

学専

攻

（修

士課

程） 

物質

理学

コー

ス 

物質理学特

別研究Ⅰ 

6   論文指導は

特別研究

Ⅰ、Ⅱ及び

研究講読

Ⅰ、Ⅱで行

う。 

 

物質理学特

別研究Ⅱ 

6   

物質理学研

究講読Ⅰ 

2   

物質理学研

究講読Ⅱ 

2   

物理化学特

論 

 2  

生体機能特

論 

 2  

生体物質特

論 

 2  

物質構造特

論 

 2  

た職業人としても、有為な人材に育つ

ことが期待される。 

臨床心

理学専

攻 

（修士

課程） 

 臨床心理学専攻は、学部における心

理学的教養の上に臨床心理学に関する

学識を身につけ、高度な専門的研究な

らびに実践の能力を養うことを目的と

している。具体的には臨床心理士の養

成を目指して、（公財）日本臨床心理

士資格認定協会の基準を参照し、カリ

キュラムを編成した。実習を通して心

理臨床の実務など実践的な能力を身に

つけることを中軸に、心理学研究の方

法論を学ぶほか、基礎心理学の各領域

にわたる科目をバランスよく整備し、

基本的な心理学的素養の育成をはかる

よう内容の充実に努めている。 

 このような教育体制によって、人間

理解の広い視野と確実な学識に裏付け

られた実践能力の高い心理臨床の専門

家を養成することを目的としている。 

日本文

学専攻 

（博士

課程） 

 修士課程における学修と研究の基

盤の上に、より専門性を高めることを

目的とする。科目を「特講」「特殊演

習」の二種に大別し、この科目名のも

とに、修士課程よりも高度な古代文

学、中世文学、近代文学、和歌文学、

日本語学、漢文学の講義と演習を配置

する。教授者は専任の教授者の他に、

学外からも専門性に優れた教授を招

き、講義内容の充実に努める。 

 博士課程の学生には、博士論文の作

成のために、研究テーマを明確に定

め、研究方法を確立することが求めら

れる。 

 

 
別表第２ 大学院教育課程表 

 (1) 理工学研究科 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

物質

理学

専攻 

物質理学特

別研究Ⅰ 

6   論文指導は

特別研究

Ⅰ、Ⅱ及び

研究講読

Ⅰ、Ⅱで行

う。 

 

物質理学特

別研究Ⅱ 

6   

物質理学研

究講読Ⅰ 

2   

物質理学研

究講読Ⅱ 

2   

物理化学特

論 

 2  

生体機能特

論 

 2  

生体物質特

論 

 2  

物質構造特

論 

 2  
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新 旧 

毒性学特論  2  

(削除)  (削

除) 

 

(削除)  (削

除) 

 

生命科学特

論Ⅰ 

 2  

生命科学特

論Ⅱ 

 2  

天然物化学

特論 

 2  

(削除)  (削

除) 

 

有機化学特

論 

 2  

生化学特論 

(削除) 

 

 2 

(削

除) 

 

 

 

生命理科学

特論 

 2  

構造生物学

特論 

 2  

計 16 24   

 

 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 

生命

理工

学専

攻

（修

士課

程） 

物理

工学

コー

ス 

物理工学特

別研究Ⅰ 

6   論文指導は

特別研究

Ⅰ、Ⅱ及び

研究講読

Ⅰ、Ⅱで行

う。 

 

物理工学特

別研究Ⅱ 

6   

物理工学研

究講読Ⅰ 

2   

物理工学研

究講読Ⅱ 

2   

感性工学特

論 

 2  

応用計測学

特論 

 2  

機能解析学

特論 

 2  

(削除)  (削

除) 

 

情報工学特

論 

 2  

科学研究法

特論Ⅰ 

 2  

科学研究法

特論Ⅱ 

 2  

物理的エネ

ルギー特論 

 2  

電気生理学

的評価法特

論 

 2  

超音波イメー

ジング特論 
 2  

生命理工学

特論 
 2  

(削除)  (削

除) 

 

(削除)  (削

除) 

 

(新設)  (新

設) 

 

地球環境科

学特論 

 2  

物質理学特

別講義 

 2  

生命科学特

論Ⅰ 

 2  

生命科学特

論Ⅱ 

 2  

天然物化学

特論 

 2  

行動生理学

特論 

 2  

有機化学特

論 

 2  

生化学特論  2  

化学計測学

特論 

（新設） 

 

 2 

 

（新

設） 

 

構造生物学

特論 

 2  

計 16 28   

 

 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 

物理

工学

専攻 

物理工学特

別研究Ⅰ 

6   論文指導は

特別研究

Ⅰ、Ⅱ及び

研究講読

Ⅰ、Ⅱで行

う。 

 

物理工学特

別研究Ⅱ 

6   

物理工学研

究講読Ⅰ 

2   

物理工学研

究講読Ⅱ 

2   

感性工学特

論 

 2  

応用計測学

特論 

 2  

機能解析学

特論 

 2  

材料工学特

論 

 2  

情報工学特

論 

 2  

科学研究法

特論Ⅱ 

 2  

科学研究法

特論Ⅰ 

 2  

物理的エネ

ルギー特論 

 2  

電気生理学

的評価法特

論 

 2  

超音波イメー

ジング特論 
 2  

(新設)  (新

設) 

 

情報ネット

ワーク特論 

 2  

物理工学特

別講義 

 2  
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新 旧 

バイオメカ

ニクス特論 

 2  

数理工学特

論 

 2  

計 16 24   

 
課 程 

 

専 攻 

博 士 後 期 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
  

必 修 選 択 自 由 

生命

理工

学専

攻

（博

士後

期課

程） 

生命理工学

特別講読Ⅰ 

2   ※特別講読・

特別研究と

も、Ⅰを履修

した上でⅡを

履修するこ

と。 

※修得すべき

単位は 16単

位以上で、か

つ指導教員に

よる研究指導

を必ず受ける

こと。 

生命理工学

特別講読Ⅱ 

2   

生命理工学

特別研究Ⅰ 

6   

生命理工学

特別研究Ⅱ 

6   

計 16    

 

(2) 人文学研究科 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオメカ

ニクス特論 

 2  

数理工学特

論 

 2  

計 16 28   

 
課 程 

 

専 攻 

博 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
  

必 修 選 択 自 由 

物質

理工

学専

攻 

物質理工学

特別講読Ⅰ 

2   ※特別講読・

特別研究と

も、Ⅰを履修

した上でⅡを

履修するこ

と。 

※修得すべき

単位は 16単

位以上で、か

つ指導教員に

よる研究指導

を必ず受ける

こと。 

物質理工学

特別講読Ⅱ 

2   

物質理工学

特別研究Ⅰ 

6   

物質理工学

特別研究Ⅱ 

6   

計 16    

 

(2) 人文学研究科 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 

日本

文学

専攻 

日本文学特

殊講義Ⅰ 

 4  論文指導は

日本文学演

習Ⅱ、Ⅳ、

Ⅵ、Ⅷ及び

日本語学演

習Ⅱで行

う。 

日本文学特

殊講義Ⅱ 

 4  

日本文学特

殊講義Ⅲ 

 4  

日本文学特

殊講義Ⅳ 

 4  

日本語学特

殊講義Ⅰ 

 4  

日本語学特

殊講義Ⅱ 

 4  

漢文学特殊

講義 

 4  

日本文学特

殊研究Ⅰ 

 4  

日本文学特

殊研究Ⅱ 

 4  

日本文学特

殊研究Ⅲ 

 4  

日本文学特

殊研究Ⅳ 

 4  

日本文学特

殊研究Ⅴ 

 4  

日本語学特

殊研究Ⅰ 

 4  

日本語学特

殊研究Ⅱ 

 4  

日本文学演

習Ⅰ 

 2  

日本文学演

習Ⅱ 

 2  

日本文学演

習Ⅲ 

 2  

日本文学演

習Ⅳ 

 2  

日本文学演

習Ⅴ 

 2  
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（削除） 

 

 

 

日本文学演

習Ⅵ 

 2  

日本文学演

習Ⅶ 

 2  

日本文学演

習Ⅷ 

 2  

日本語学演

習Ⅰ 

 2  

日本語学演

習Ⅱ 

 2  

計  76   

 

 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 

英米

文学

専攻 

英米文学特

殊講義Ⅰ 

 4  論文指導は

演習科目で

行う。 英米文学特

殊講義Ⅱ 

 4  

英米文学特

殊講義Ⅲ 

 4  

英米文学特

殊研究Ⅰ 

 4  

英米文学特

殊研究Ⅱ 

 4  

英米文学特

殊研究Ⅲ 

 4  

英米文学演

習Ⅰ 

 2  

英米文学演

習Ⅱ 

 2  

英語学特殊

講義 

 4  

英語学特殊

研究 

 4  

英語学演習

Ⅰ 

 2  

英語学演習

Ⅱ 

 2  

英米文化演

習Ⅰ 

 2  

英米文化演

習Ⅱ 

 2  

応用言語学

特殊講義 

 4  

応用言語学

特殊研究 

 4  

応用言語学

演習Ⅰ 

 2  

応用言語学

演習Ⅱ 

 2  

古典文学特

殊講義 

 4  

英米文化特

殊講義 

 4  

英米文化特

殊研究 

 4  

英語教育学

特殊講義 

 4  

計  72   

 

課 程 

 

専 攻 

修 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（略） 

 
 

（削除） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会

学 専

攻 

社会学特殊

講 義 

 4  論文指導は

演習科目で

行う。 

 

 

公共哲学特

殊 講 義 

 4  

社会学史特

殊 講 義 

 4  

地域社会学

特殊講義 

 4  

教育社会学

特殊講義 

 4  

文化人類学

特殊講義 

 4  

社会福祉学

特殊講義 

 4  

精神保健福

祉特殊講義 

 4  

家族社会学

特殊講義 

 4  

社会学特殊

研 究 

 4  

公共哲学特

殊 研 究 

 4  

社会学史特

殊 研 究 

 4  

地域社会学

特殊研究 

 4  

教育社会学

特殊研究 

 4  

文化人類学

特殊研究 

 4  

社会福祉学

特殊研究 

 4  

精神保健福

祉特殊研究 

 4  

家族社会学

特殊研究 

 4  

社会学特殊

演 習 Ⅰ 

2   

社会学特殊

演 習 Ⅱ 

2   

計 4 72   

 

 

（略） 

 
 

課 程 

 

専 攻 

博 士 課 程 

授 業 科 目 
単位数 

備 考 
必 修 選 択 自 由 

日本

文学

専攻 

 

 

 

 

 

 

 

日本文学

特講Ⅰ(古

典文学) 

 4  ※選択科目か

ら8単位以上

修得するこ

と。 

※必修科目に

おいては、研

究指導教員の

科目を順次履

修し、6単位修

得すること。 

※修得すべき

単位は14単位

（特講8単

位、演習6単

位）以上で、

日本文学

特講Ⅱ(古

典文学) 

 4  

日本文学

特講Ⅲ(近

代文学) 

 4  

日本文学

特講Ⅳ(近

代文学) 

 4  

日本語学

特講Ⅰ(日

本語学) 

 4  
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別表第３ 学費 

 修士課程 

入

学

金 

（生命理工学研究科）  280,000 円 

（人文学研究科）  250,000 円 

 ただし、学校法人明星学苑、学校法人医療創生大学が設

置する大学からの進学者に関しては、入学金を免除する。 

（単位：円）   

研
究
科 

生 命 理 工 学 研 究 科 人 文 学 研 究 科 

課
程 修 士 課 程 修 士 課 程 

年
次 1 年次 2 年次 1 年次 2 年次 

授
業
料 

350,000 350,000 290,000 290,000 

施
設
拡
充
費 

130,000 130,000 100,000 100,000 

合
計 480,000 480,000 390,000 390,000 

 
 博士後期課程 

入

学

金 

（生命理工学研究科）   280,000 円 

（削除） 

 ただし、学校法人明星学苑、学校法人医療創生大学が設

置する大学からの進学者に関しては、入学金を免除する。 

 

（単位：円）   

研

究

科 

生 命 理 工 学 研 究 科 (削除) 

課

程 
博士後期課程 (削除) 

日本語学

特講Ⅱ(日

本語学) 

 4  かつ指導教員

による研究指

導を必ず受け

ること。 漢文学特

講(漢文

学) 

 4  

日本文学

特殊演習

Ⅰ 

2   

日本文学

特殊演習

Ⅱ 

2   

日本文学

特殊演習

Ⅲ 

2   

計 6 28   

 
別表第３ 学費 

 修士課程 

入

学

金 

（理工学研究科）  280,000 円 

（人文学研究科）  250,000 円 

 ただし、学校法人明星学苑、学校法人医療創生大学が設

置する大学からの進学者に関しては、入学金を免除する。 

（単位：円）   

研
究
科 

理 工 学 研 究 科 人 文 学 研 究 科 

課
程 修 士 課 程 修 士 課 程 

年
次 1 年次 2 年次 1 年次 2 年次 

授
業
料 

350,000 350,000 290,000 290,000 

施
設
拡
充
費 

130,000 130,000 100,000 100,000 

合
計 480,000 480,000 390,000 390,000 

 
 博士課程 

入

学

金 

（理工学研究科）   280,000 円 

（人文学研究科）   250,000 円 

 ただし、学校法人明星学苑、学校法人医療創生大学が設

置する大学からの進学者に関しては、入学金を免除する。 

 

（単位：円）   

研

究

科 

理 工 学 研 究 科 人 文 学 研 究 科 

課

程 
博 士 課 程 博 士 課 程 
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新 旧 

年

次 
1 年次 2 年次 3 年次 (削除) (削除) (削除) 

授

業

料 

350,

000 

350,

000 

350,

000 
(削除) (削除) (削除) 

施

設

拡

充

費 

130,

000 

130,

000 

130,

000 
(削除) (削除) (削除) 

合

計 

480,

000 

480,

000 

480,

000 
(削除) (削除) (削除) 

 

 在籍料（休学者）     25,000 円 

 博士論文審査料等 

イ 本学大学院博士後期課程を経た者 50,000 円 

ロ 本学大学院博士後期課程を経ない者 250,000 円 

学位論文指導料           150,000 円 

 
聴講生・科目等履修生・研究生 

聴講生 
登録料 10,000 円 

聴講料 1 単位につき 6,250 円 

科 目 等  
履 修 生 

登録料 10,000 円 

聴講料 
1単位につき10,000円 

＊本学卒業生は上記の半額   

研究生 
研究指
導料 

生命理工学研究科 

200,000 円 

人文学研究科 150,000 円 

 

（略） 

 

年

次 
1 年次 2 年次 3 年次 1 年 次 2 年 次 3 年 次 

授

業

料 

350,

000 

350,

000 

350,

000 

290, 

000 

290, 

000 

290, 

000 

施

設

拡

充

費 

130,

000 

130,

000 

130,

000 

100, 

000 

100, 

000 

100, 

000 

合

計 

480,

000 

480,

000 

480,

000 

390, 

000 

390, 

000 

390, 

000 

 

 在籍料（休学者）     25,000 円 

 博士論文審査料等 

イ 本学大学院博士課程を経た者 50,000 円 

ロ 本学大学院博士課程を経ない者 250,000 円 

学位論文指導料          150,000 円 

 

聴講生・科目等履修生・研究生 

聴講生 
登録料 10,000 円 

聴講料 1 単位につき 6,250 円 

科 目 等  
履 修 生 

登録料 10,000 円 

聴講料 
1単位につき10,000円 

＊本学卒業生は上記の半額   

研究生 
研究指
導料 

理工学研究科 

200,000 円 

人文学研究科 150,000 円 

 

（略） 
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大学院研究科委員会運営細則 

平成10年4月1日 

制     定 

（趣旨） 

第１条 この細則は、医療創生大学大学院学則（平成4年4月1日。以下「大学院学則」という。）第7

条第4項に基づき、研究科委員会（以下「委員会」という。）の運営について定めるものとする。 

（委員会構成員外の出席） 

第２条 研究科長は、必要に応じて教職員を委員会に出席させ、必要な報告をさせることができる。 

（学長の出席と発言） 

第３条 学長は、随時委員会に出席し、発言することができる。 

（委員会の開催） 

第４条 委員会を招集しようとするとき、研究科長は、委員会開催の日時、場所及び審議事項をあら

かじめ構成員に通知する。 

２ 研究科長が必要と認めたとき、又は委員会構成員の3分の1以上の者から会議に付議すべき議案を

示した請求があるときは、研究科長は速やかに委員会を開催しなければならない。 

３ 前項の場合、委員会は、当該の議案に限り審議する。 

（成立） 

第５条 委員会は、その構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 

２ 第7条第1項第5号に関する審議を行うときは、その構成員を教授のみとし、構成員の3分の2以上の

出席をもって成立する。 

３ 公務出張中又は病欠及び休職中の構成員は、定員数から除くものとする。 

（議長の代理、仮議長） 

第６条 議長に支障があるときは、当該研究科の専攻主任のうちから、あらかじめ議長の指名した者

が議長代理としてその職務を行う。 

２ 議長及び議長代理にともに支障があるときは、委員会は、仮議長を選出し、議長の職務を行わせ

る。 

（学長が定める教育研究に関する重要な事項等） 

第７条 委員会は、大学院学則第8条第1項第3号に基づき、次の各号に定める事項について審議し、学

長に意見を述べるものとする。 

(1) 教育課程に関する事項

(2) 休学、退学に関する事項

(3) 学生補導、賞罰に関する事項

(4) 大学院学則に関する事項

(5) 教員の人事に関する事項

(6) その他学長からの諮問に関する事項

２ 委員会は、大学院学則第8条第2項に基づき、次の各号に定める事項について審議する。 

(1) 授業運営に関する事項

(2) 試験その他の評価に関する事項

(3) 学生の履修及び単位認定に関する事項

(4) 進級、卒業基準に関する事項

(5) 教員の人事に係る業績の審査基準に関する事項

(6) 研究科長選考に係る選挙管理委員会に関する事項

(7) 研究科運営に係る委員会に関する事項

(8) その他委員会が必要と認める事項

（議案及び報告事項）

第８条 委員会に付議すべき議案の発議及び報告は、議長がこれを行う。 

２ 議長は、委員会に付議すべき議案を、第10条に規定する専攻主任会にあらかじめ諮らなければな

らない。 

３ 委員会構成員の10分の1以上の共同で付議すべき事項を発議したときは、議長は、これを議案とし

て上程しなければならない。 

４ 議長は、委員会構成員から緊急の発議のあったときは、これを採択することができる。 

（議決） 

第９条 議事は、委員会出席者の過半数の賛成をもってこれを決する。ただし、第7条第1項第5号の審
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議については、対象者が2名のときは、委員会出席者の過半数、対象者が1名のときは、出席者の3分

の2以上の賛成により決定する。 

２ 議長は、議決に加わることはできない。 

３ 議長は、議決方法について挙手、投票等の議決方法を提案し、委員会の了承を経て、議決する。 

４ 議決の結果、可否同数の場合は議長の決するところとする。 

（専攻主任会） 

第１０条 委員会は、委員会を円滑に運営するため、専攻主任会を設ける。 

２ 専攻主任会の組織は、研究科長、及び専攻主任により構成する。 

３ 研究科長が必要と認めたときは、職員を委員会に出席させることができる。 

４ 専攻主任会は、研究科長が招集する。 

５ 専攻主任会の議長は、研究科長がこれを行う。 

６ 専攻主任会の運営については、委員会がこれを定める。 

（各種委員会の設置） 

第１１条 委員会は、必要と認めたときは、各種の委員会を設けることができる。ただし、教員の採

用・昇格にかかわる事項については、教員人事選考委員会を置かなければならない。 

（専攻会議） 

第１２条 委員会は、委員会及び各専攻を円滑に運営するため、専攻会議を設ける。 

２ 専攻会議は、各専攻所属の専攻教員をもって構成する。 

３ 専攻会議は、専攻主任がこれを招集する。 

４ 専攻会議の議長は、専攻主任がこれを行う。 

（議事録） 

第１３条 委員会の議長は、議事録を作成する。 

２ 議事録は、委員会構成員からその内容の確認を受けなければならない。 

３ 議事録は、委員会構成員からその内容の確認を受けた後、研究科長及び各専攻主任が署名、押印

する。 

４ 研究科長は、議事録を保管し、当該研究科担当教員の閲覧の用に供する。 

（雑則） 

第１４条 この細則に定めるもののほか、必要事項は、各委員会で定める。 

（改廃） 

第１５条 この細則の改廃は、研究科委員会の議を経て、学長がこれを行う。 

附 則 

 この細則は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則 

 この細則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則 

 この細則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

 この細則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則 

 この細則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則 

 この細則は、平成31年4月1日から施行する。 
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